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○圧縮・破砕機で資源再利用を／

　この施設は、金属空カン類とガラス類に分離し
圧縮と破砕によって処理しています。

　各収集所から収集されてきた不燃物は、ベルト
コンベアーで運ばれ、特殊分離装置で先三；註れ、

金属、空カン類は圧縮、ビン類は破砕、プラスチ
ックは選別し、それぞれの用途に応じて再生利用

するために、廃品川収業者に売却していますづ

　51年度中に、再利用された資源ごみは、ビン類

29万本、鉄類200トン、ガラス類52トン、アルミ
20トン、にもなりました。
資源再利用は、分別収集が決めT：です。

○燃えるごみと燃えないごみは分けて／

　市内で出るごみは、一日約40トンで、このうち
の32トンは、西多摩衛生組合で焼却し、残り8ト
ンの燃えないごみは、埋ウ1地で処理しています．

市では、燃えるごみと、燃えないごみを分けて出
していただくよう市民の皆さんに御㍑力をお願い

しています。しかし、まだ、一部の地域でこのルー

1レが、守られていません。分けて出すことが、私己

の大切な資源、大切なお金を有効につかうことに
なりますっなお一一一層のご協力を．／
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節約がごみ減量の第一歩
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市民全体の工夫でごみの減量・再生利用を

　私達は、日常生活からでる廃棄物について、す
べてを簡単に「ごみ」と考えてしまいがちです。

　もう一度、ごみの減量、再生利用、など考えな
おし、どうしても処理、再利用できないものだけ
をごみとして出すようにしてください。

　　ごみを減らすのに、家庭でできることは…
①電気製品等は必ず下11＞（りに出す。

②酒、ビール、ジュース等ビン類は必ず販売店へ

　返す。
③布、ダンボール、新聞等再生利用できるものは
　廃品回収業者へ。
④家庭で燃やせるごみは家庭で処理する。

　　分別収集にご協力ください／
　福生市では、ポリバケツ収集を基本にして、ご
み収集を実施しています。
　燃えるごみは、毎日収集（日曜・祝日を除く）
を、燃えないごみは、上記のような地域割で週一
回収集を実施しています。
　市民のみなさんのご協力をお願いします。

市民一人ひとりが監視員のつもりで一一一1

　家をこわした後の廃材、古タイヤ、発ぽうスチ
ロール等の不法投棄がふえています。
　こうした不法投棄の防止について、市では監視
の目を光らせています。しかし、そのほとんどが
夜、こっそりと捨て去るなど、取り締りが困難な
実状です。

　不法投棄の発見者は、監視員のつもりで、車の
ナンバー等をひかえ、市に連絡してください。

　　　　　　　　　　　　●
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古紙を資源に
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　古新聞や古雑誌が、各収集所に時々出されてい
ます。

　古新聞、古雑誌などの古紙1トンは紡く20本を
守り、ごみの減量になります。もっと古紙を大切
にし、ごみ減量にご協力ください。

　ごみの減量と資源回収のため各町会、PTA、
子供会等では積極的に「資源ごみ」の川収がおこ

なわれています。

　市では、市民のみなさんとT：を組んで「資源ご
み」の再利用を進めていきたいと考えています．
市民一人ひとりの行動で古紙を資源にZ／

　　　　　　古紙は緑を守ります。
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お気軽に相談を
し尿、ゴミについて

51－15口
　　　　内線233・234

環境保全課　環境衛生係


